
生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

【改版履歴】 

版数 発行日 改版内容 

1.0 2015.10.1 新規作成 

1.1 2016.2.1 動作確認環境の変更 

1.2 2016.8.1 プログラム改修による変更 

1.3 2016.9.21 プログラム改修による変更 

1.4 2016.11.7 プログラム改修による変更 

1.5 2017.3.15 ドメイン（URL）の変更 

1.6 2017.7.3 プログラム改修による変更 

1.7 2017.10.16 プログラム改修による変更 

1.8 2020.3.27 プログラム改修による変更 

2.0 2021.3.29 プログラム改修による変更 

2.1 2022.6.24 LGWAN からの外部 URL 接続の説明を追加 

利用環境に応じた URL を追記 

Internet Explorer ブラウザのサポート終了に伴い、

Edge ブラウザの記述に変更 

2.2 2023.6.30 市町村変更が予定されているときの通知スケジュール

を見直し 

2.3 2024.1.12 災害時情報共有システムの改修に伴う変更 

2.4 2024.10.18 プログラム改修による変更 

 

  



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

目次 

1章 はじめに ................................................................. 1 

1.1. 生活関連情報管理システムについて ............................................... 1 

(1) 機能一覧 ........................................................................ 1 

(2) アカウントの権限 ................................................................. 2 

(3) 動作確認済み環境 ................................................................. 2 

(4) LGWAN からの外部 URL 接続について ................................................. 3 

1.2. 使用禁止文字について ........................................................... 4 

2章 基本的な操作 ............................................................. 5 

2.1. ログインする .................................................................. 5 

2.2. 業務メニューについて ........................................................... 7 

(1) 業務メニューの内容 ............................................................... 7 

(2) 業務メニューの使い方 ............................................................ 10 

3章 新規登録 ................................................................ 12 

3.1. 新規登録画面を開く ............................................................ 12 

3.2. 施設情報を新規登録する ........................................................ 13 

4章 生活関連情報検索・管理 .................................................. 19 

4.1. 登録情報検索・管理画面を開く .................................................. 19 

4.2. 施設情報を編集する ............................................................ 20 

4.3. 施設情報を参照する ............................................................ 24 

4.4. 施設情報を提出取消する ........................................................ 26 

4.5. 施設情報を公表する ............................................................ 28 

4.6. 施設情報を非公表にする ........................................................ 30 

4.7. 施設情報を削除する ............................................................ 32 

4.8. 一時保存した施設情報を編集する ................................................ 34 

5章 ファイル取込／ファイル出力 .............................................. 37 

5.1. ファイル取込／ファイル出力画面を開く .......................................... 37 

5.2. ファイルを出力する ............................................................ 38 

5.3. CSV の様式をダウンロードする ................................................... 39 

5.4. 登録用 CSV 様式の説明資料をダウンロードする ..................................... 39 

5.5. ファイルを取り込む ............................................................ 40 



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

6章 市町村独自項目管理 ...................................................... 43 

6.1. 市町村独自項目管理画面を開く .................................................. 43 

6.2. 市町村独自項目を追加する ...................................................... 45 

6.3. 市町村独自項目を変更（追加・編集・削除）する ................................... 49 

(1) 項目を追加する.................................................................. 49 

(2) 登録済みの項目を編集・削除する .................................................. 50 

7章 生活支援等サービス管理 .................................................. 53 

7.1. 生活支援等サービス管理画面を開く .............................................. 53 

7.2. サービスを追加する ............................................................ 54 

7.3. サービス名を編集する .......................................................... 55 

7.4. サービスを削除する ............................................................ 56 

8章 アカウント情報管理 ...................................................... 57 

8.1. アカウント情報管理画面を開く .................................................. 57 

8.2. アカウントを追加する .......................................................... 58 

8.3. アカウント情報を編集する ...................................................... 60 

8.4. アカウント情報を削除する ...................................................... 62 

9章 ユーザ情報設定 .......................................................... 64 

9.1. ユーザ情報設定画面を開く ...................................................... 64 

9.2. ユーザ情報を編集する .......................................................... 65 

10章 こんなときは ........................................................... 66 

10.1. 地図がうまく表示されない ........................................................ 66 

10.2. 地図上の表示位置の確認・修正をする ............................................... 68 

11章 市町村変更が予定されているときは ....................................... 70 

12.1. 施行月が４月～７月の場合 ...................................................... 70 

(1) 厚生労働省に予定を通知する ...................................................... 71 

(2) 厚生労働省に変更内容を連携する .................................................. 71 

(3) 生活関連情報を修正する .......................................................... 71 

(4) 市町村別登録情報を設定する ...................................................... 71 

12.2. 施行月が８月～３月の場合 ...................................................... 72 

(1) 厚生労働省に予定を通知する ...................................................... 72 

(2) 厚生労働省に変更内容を連携する .................................................. 72 



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

(3) 生活関連情報を修正する .......................................................... 72 

(4) 市町村別登録情報を設定する ...................................................... 73 

12.3. 中核市への施行 ................................................................ 73 

(1) 都道府県に中核市への予定を知らせる .............................................. 73 

(2) 生活関連情報を修正する .......................................................... 73 

(3) 中核市一覧 ..................................................................... 73 

 

  



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 1 - 

1章  はじめに 

1.1. 生活関連情報管理システムについて  

(1) 機能一覧  

生活関連情報管理システムの機能は以下の通りとなります。 

No. 機能名 備考 

1 新規登録 新たに施設情報の登録を行う機能。 

2 登録情報検索・管理 登録した施設情報の検索および管理（編集・削除、公表・非公

表）を行う機能。 

3 ファイル取込／ファイル

出力 

施設情報を CSV ファイルで取込・出力する機能。 

4 市町村独自項目管理 施設情報登録時の入力項目の、登録および管理（編集・削除）を

行う機能。 

5 生活支援等サービス管理 生活支援等サービスのその他サービスの追加および、追加したサ

ービスの編集・削除を行う機能。 

6 アカウント情報管理 管理システムアカウントの追加および管理（編集・削除）を行う

機能。 

7 ユーザ情報設定 現在ログインしているユーザの情報を編集する機能。 

8 ヘルプ 管理システムの操作マニュアルのダウンロードが行える画面。 

9 ご利用条件 管理システムを利用する際の条件を表示します。 

10 ログアウト 管理システムよりログアウトする機能。 

2021 年 3 月より、有料老人ホーム情報を管理できるようになりました。操作方法は、「生活関

連情報管理システム操作マニュアル(有料老人ホーム情報公表編)」を参照してください。 
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(2) アカウントの権限  

生活関連情報管理システムのユーザアカウントの権限は以下の通りとなります。 

No. アカウントの権限 備考 

1 市町村 政令指定都市、中核市を除く 

2 中核市 2021 年 3 月より追加されました。ユーザ ID、パスワードは従前

のものをそのまま利用できます。 

3 政令指定都市 2021 年 3 月より追加されました。ユーザ ID、パスワードは従前

のものをそのまま利用できます。 

4 都道府県 2021 年 3 月より追加されました。ユーザ ID、パスワードは管理

システムで使用していたものをそのまま利用できます。 

5 地域包括支援センター  

6 生活支援コーディネーター  

 

(3) 動作確認済み環境  

生活関連情報管理システムは、Edge、Safari、Chromeで動作確認しております。 
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(4) LGWAN からの外部 URL 接続について  

本システムは LGWAN 経由で接続してご利用することができます。 

LGWAN ではセキュリティ対策の観点から外部 URL へのアクセスが制限されております。 

本システムを LGWAN 経由でご利用頂く場合にも、外部 URL へのアクセスが制限される為に外部

URL は開くことができません。該当箇所は以下の通りとなります。 

画面名 制限内容 

施設情報の確認画面 

(地域包括支援センター 

 生活支援等サービス 

 認知症に関する相談窓口

の場合) 

所在地の「地図を開く」ボタンをクリックした場合 

ホームページ(アドレス)の「URL」リンクをクリックした場合 

※URL が入力されている場合 

「公表前に必ず、こちらをクリックして地図上の位置をご確認ください。」

メッセージ内の「こちら」リンクをクリックした場合 

施設情報の確認画面 

(地域包括支援センター 

 生活支援等サービス 

の場合) 

市町村独自項目の URL リンクをクリックした場合 

※市町村独自項目に URL の入力項目設定がされていて URL入力がある場合に

クリック可能 

施設情報の確認画面 

(有料老人ホームの場合) 

「概要」タブの 1.事業主体概要_連絡先_ホームページアドレスの「URL」リ

ンクをクリックした場合 

※URL が入力されている場合にクリック可能 

「概要」タブの 2.有料老人ホーム事業の概要_所在地の「地図を開く」ボタ

ンをクリックした場合 

「公表前に必ず、こちらをクリックして地図上の位置をご確認ください。」

メッセージ内の「こちら」リンクをクリックした場合 

ヘルプ画面 「Adobe Acrobat Reader」ダウンロードページへ」リンクをクリックした場

合 
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1.2. 使用禁止文字について  

以下に記載する文字や機種依存文字については、システムで対応しておりません。入力しない

ようご注意ください。 
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2章  基本的な操作 

2.1. ログインする  

1. 生活関連情報管理システムを開きます。URL は利用するネットワークにより異なります。

ご利用のネットワーク環境に応じた URL を開いてください。                

インターネットからのアクセス：

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/)             

LGWAN からのアクセス：

(https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/seikatu_kanri/) 

 

2. ログイン画面が表示されます。 

「ID」「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

「ID」「パスワード」を

入力します。 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/
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3. ログインに成功すると、業務メニュー画面を表示します。 
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2.2. 業務メニューについて  

(1) 業務メニューの内容  

業務メニューの機能は以下の通りとなります。 

No. 機能名 備考 

1 新規登録 新たに施設情報の登録を行う機能。 

2 登録情報検索・管理 登録した施設情報の検索および管理（編集・削除、公表・非公表）

を行う機能。 

3 ファイル取込／ファイ

ル出力 

施設情報を CSV ファイルで取込・出力する機能。 

4 市町村独自項目管理 施設情報登録時の入力項目の、登録および管理（編集・削除）を行

う機能。 

5 生活支援等サービス管

理 

生活支援等サービスのその他サービスの追加および、追加したサー

ビスの編集・削除を行う機能。 

6 アカウント情報管理 管理システムアカウントの登録および管理（編集・削除）を行う機

能。 

 注意 

◼ 被災状況集計機能は介護サービス情報管理システムに移行しました。 

業務メニューの機能は、ログインしたアカウントの権限によって使用できる機能を制限してい

ます。 

⚫ 権限：市町村（政令指定都市、中核市以外）の業務メニュー 

地域包括支援センター、生活支援等サービス、認知症に関する相談窓口の「新規登

録」、「登録情報検索・管理」、「ファイル取込/出力」が使用できます。 
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⚫ 権限：都道府県の業務メニュー 

有料老人ホームの「新規登録」、「登録情報検索・管理」、「ファイル取込/出力」が使

用できます。 

 

 

⚫ 権限：政令指定都市の業務メニュー 

全ての機能が使用できます。 

 

 

⚫ 権限：中核市の業務メニュー 

全ての機能が使用できます。 
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⚫ 権限：地域包括支援センターの業務メニュー 

地域包括支援センターと認知症に関する相談窓口の「新規登録」、「登録情報検索・管

理」が使用できます。 

 

⚫ 権限：生活支援コーディネーターの業務メニュー 

生活支援サービスの「新規登録」、「登録情報検索・管理」が使用できます。 
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(2) 業務メニューの使い方  

例として、市町村権限の業務メニューの画面で説明いたします。 

1. 対象種別をクリックします。 

 

2. クリックした対象種別のメニューが表示されます。 

 

  

対象種別をクリックします。 

「地域包括支援センター」を 

クリックした場合の画面 
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3. サービスを選択する必要がある機能には、セレクトボックスが表示されます。 

選択して「決定」ボタンをクリックすると、画面が表示されます。 

 

  

サービスを選択後、 

「決定」ボタンをクリックします。 

サービスを選択します。 
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3章  新規登録 

施設情報を新規登録する機能です。 

どの対象種別も共通の操作方法です。 

例として、市町村権限の地域包括支援センター選択時の画面で説明いたします。 

3.1. 新規登録画面を開く  

1. 業務メニュー画面で「新規登録」をクリックします。 

対象種別で生活支援等サービスを選択した場合は、セレクトボックスが表示されま

す。セレクトボックスでサービスを選択後、「決定」ボタンをクリックしてくださ

い。 
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3.2. 施設情報を新規登録する  

1. 新規登録画面を開き、必要事項を入力します。 

所在地の「地図上の表示位置の確認・修正」の操作方法については「P68 地図上の表示位

置の確認・修正をする」をご参照ください。 

法人番号の入力については「P16 法人番号の入力手順」をご参照ください。 

「調査票①」「調査票②」「調査票③」に関しては次年度以降で本格運用するため、入力

は必須ではありません。現在はお試しで入力できるようになっております。 

 

必要事項を入力します。 
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2. 「公表されるイメージを見る」ボタンをクリックします。 

「基本情報」タブの公表後のイメージを確認することができます。 
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3. 「確認して提出する」ボタンをクリックします。 

後で提出を行う場合は「一時保存」ボタンをクリックします。（一時保存した内容

の修正や追記、提出をする際は「登録情報検索・管理」画面から行ってくださ

い。） 

 

 

4. 内容を確認し、問題なければ「提出する」ボタンをクリックします。 

同時に公表も行う場合は「公表する」ボタンをクリックします。 

（市町村権限ユーザ限定の機能です。） 

 

 

5. 完了画面が表示されます。 
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⚫ 法人番号の入力手順 

法人番号に紐付いた法人情報（法人名称、所在地）を取得します。法人番号に間違いが

ないか確認します。 

法人番号は、 

国税庁の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp）で 

調べることができます。 

1. 「法人番号あり」を選択して、「法人番号を入力する」ボタンをクリックします。 

 

 

2. 以下のポップアップが表示されます。 

法人番号を入力して、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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3. 入力した法人番号に紐付いた、法人情報が取得されます。 

法人情報を確認後、「法人番号を確定する」ボタンをクリックします。 

 

取得された法人名称と、本システムに入力した法人名称が異なっている場合、以下

のように注意が表示されます。 

 

  

取得された法人名称と、本システムに入力した法人名称が異な

っている場合、法人番号を誤って入力している恐れがありま

す。 
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法人番号を誤って入力していた場合は、再度入力し、「再度取得する」ボタンをク

リックします。 

 
確認の上、法人情報が正しい場合は「法人番号を確定する」ボタンをクリックしま

す。 

 
 

4. 法人番号の入力は完了です。 

 

  

法人番号が表示されます。 
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4章  生活関連情報検索・管理 

登録情報の検索・管理を行う機能です。 

どの対象種別も共通の操作方法です。 

例として、市町村権限の地域包括支援センター選択時の画面で説明いたします。 

4.1. 登録情報検索・管理画面を開く  

1. 業務メニュー画面で「登録情報検索・管理」をクリックします。 
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4.2. 施設情報を編集する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

「入力」ボタンをクリックします。 
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3. 施設情報の入力画面が表示されます。内容を編集します。 

所在地の「地図上の表示位置の確認・修正」の操作方法については「P68 地図上の表示位

置の確認・修正をする」をご参照ください。 

法人番号の入力は、新規登録時と同様の方法で行えます。「P16 法人番号の入力手順」を

ご参照ください。 

 

  



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 22 - 

4. 編集後、「確認して提出する」ボタンをクリックします。 

後で提出を行う場合は「一時保存」ボタンをクリックします。 
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5. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「提出する」ボタンをクリックします。 

同時に公表も行う場合は「公表する」ボタンをクリックします。（市町村権限ユーザ限定

の機能です。） 

 

6. 完了画面が表示されます。 
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4.3. 施設情報を参照する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

「参照」ボタンをクリックします。 

 



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 25 - 

3. 参照画面が表示されます。 
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4.4. 施設情報を提出取消する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

「提出取消」ボタンをクリックします。（状況が提出済の場合のみボタンを表示しま

す。） 
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3. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「提出取消」ボタンをクリックします。 

 

4. 完了画面が表示されます。 
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4.5. 施設情報を公表する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

操作対象をチェックボックスで選択します。 
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3. 選択後、「公表する」ボタンをクリックします。 

 

4. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「公表する」ボタンをクリックします。 

 

5. 完了画面が表示されます。 
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4.6. 施設情報を非公表にする  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

操作対象をチェックボックスで選択します。 
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3. 選択後、「非公表にする」ボタンをクリックします。 

 

4. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「非公表にする」ボタンをクリックします。 

 

5. 完了画面が表示されます。 
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4.7. 施設情報を削除する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

操作対象をチェックボックスで選択します。 
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3. 選択後、「削除する」ボタンをクリックします。 

 

4. 確認アラートが表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「OK」ボタンをクリックします。 

 

5. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「削除する」ボタンをクリックします。 

 

6. 完了画面が表示されます。 
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4.8. 一時保存した施設情報を編集する  

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件で「記入中」を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

 

2. 一時保存した施設情報が一覧で表示されます。 

「入力」ボタンをクリックします。 

 

  

「記入中」を選択します。 
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3. 入力画面が表示されます。 

編集後、「確認して提出する」ボタンをクリックします。 

後で提出を行う場合は「一時保存」ボタンをクリックします。 

 

  



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 36 - 

4. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「提出する」ボタンをクリックします。 

同時に公表も行う場合は「公表する」ボタンをクリックします。 

（市町村権限ユーザ限定の機能です。） 

 

5. 完了画面が表示されます。 
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5章  ファイル取込／ファイル出力 

施設情報を CSV ファイルで取り込んだり、出力したりする機能です。 

どの対象種別も共通の操作方法です。 

例として、生活支援等サービス選択時の画面で説明いたします。 

 注意 

改行を含む文字列は、そのままだと表示時に不具合が発生するため、"（改行）"という

文字にシステム側で置き換えて１行で表示しています。取込時には"（改行）"という文

字は消え、その箇所で改行された状態で表示されます。 

5.1. ファイル取込／ファイル出力画面を開く  

1. 業務メニュー画面で「ファイル取込／ファイル出力」のセレクトボックスでサービスを選

択後、「決定」ボタンをクリックします。 

対象種別で地域包括支援センターまたは認知症に関する相談窓口を選択した場合は、「ファイ

ル取込／ファイル出力」をクリックしてください。 
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5.2. ファイルを出力する  

1. 「出力対象」を選択して、「出力する」ボタンをクリックします。 

 

2. 確認アラートが表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「OK」ボタンをクリックします。 

 

3. ファイル出力完了画面が表示されれば、完了です。 
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5.3. CSV の様式をダウンロードする  

1. 「登録用 CSV 様式のダウンロード」をクリックします。 

 

5.4. 登録用 CSV 様式の説明資料をダウンロードする  

1. 「登録用 CSV 様式の説明」をクリックします。 
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5.5. ファイルを取り込む  

取り込む際には、必ず取り込むファイルを閉じた状態で行ってください。 

削除フラグを（1：削除する）で取り込むと、該当するデータを削除します。 

（削除したデータは戻せませんのでお間違えの無いようご注意下さい。） 

 

1. 「取込ファイルの選択」で「ファイルの選択」ボタンをクリックします。 

 

2. お使いの PC 内で取り込みを行う CSV ファイルを選択します。 

3. 「登録する」ボタンをクリックします。 

 

4. 結果画面が表示されれば、完了となります。 
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⚫ 取り込みが正常に行われた場合 

取り込んだ件数、追加した件数、修正した件数、削除した件数が表示されます。 

 

⚫ 取り込むファイルに問題があった場合 

取り込んだ件数、追加した件数、修正した件数、削除した件数の他、取り込めなかっ

た件数を表示します。 

エラーファイルをダウンロードして、CSV のどこに問題があったのか確認します。問題

があった箇所を修正し、再度ファイル取り込みを行ってください。 

   

  

クリックすると、エラーファイルがダウンロード

できます。 
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エラーファイルの一例 

 

エラーがある行の内容とエラー内容がセットで表示されます。またエラーがある行分エラーフ

ァイルに記載されます。  

1 行目 No:1 削除フラグ:0 システム ID:3315 記入者名:テスト太郎 所属・職名:生活

支援コーディネーター 備考: 名称（ふりがな）:てすとくらぶ 名称:テストクラブ 郵

便番号:000000 所在地（都道府県から番地まで）:◯◯県◯◯市◯◯町 1-1 所在地（建

物名・部屋番号等）: 電話番号: 対象者:◯◯町内の高齢者 サービス内容:電話をして

もらい話し相手となることで、一人暮らしの不安の解消をはかっている。 対象エリ

ア:◯◯町内 総合事業実施の有無: その他:その他にも一緒に食事をしたり、歌を歌っ

たり、体操をしたりと仲間作りをはかっている 法人番号の有無:0 法人番号: 法人名

称（ふりがな）: 法人名称:  

    郵便番号:000000 郵便番号が半角数字 7 桁かどうか、ご確認ください。 

    電話番号: 電話番号は必ず入力する必要があります。入力されていることをご確

認ください。 

エラー内容 

エラーがある行の内容 
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6章  市町村独自項目管理 

地域の実情に応じて、市町村が項目を追加することができます。 

どの対象種別も共通の操作方法です。 

例として、市町村権限の地域包括支援センター選択時の画面で説明いたします。 

6.1. 市町村独自項目管理画面を開く  

1. 業務メニュー画面で「市町村独自項目管理」をクリックします。 

対象種別で生活支援等サービスを選択した場合は、セレクトボックスが表示されま

す。セレクトボックスでサービスを選択後、「決定」ボタンをクリックしてくださ

い。なお、認知症に関する相談窓口を選択した場合は「市区町村独自管理」メニュ

ーは表示されません。 
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⚫ 基本項目を見る 

「基本項目を表示（別ウインドウ）」ボタンをクリックすると確認できます。 

 

⚫ 項目追加例を見る 

「項目追加例を表示（別ウインドウ）」ボタンをクリックすると確認できます。 
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6.2. 市町村独自項目を追加する  

 注意 

市町村独自項目は 20 個まで追加できます。 

 

1. 市町村独自項目管理画面を開きます。 

「項目を追加する」ボタンをクリックします。 

 

2. ポップアップが表示されます。 

表示されたポップアップ内の、追加したい項目のボタンをクリックします。 

 

① タイトル 

タイトルを表示します。 
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② ラジオボタン（単一選択） 

選択肢から一つだけ選択できる項目です。 

 

③ セレクトボックス（単一選択） 

選択肢から一つだけ選択できる項目です。 

 

④ チェックボックス（複数選択） 

選択肢から複数選択ができる項目です。 

 

⑤ 一行テキストボックス（255 文字以内） 

一行の文章が入力できる項目です。 

 

⑥ 複数行テキストボックス（255 文字以内） 

複数行の文章が入力できる項目です。 

 

⑦ URL 用テキストボックス 

URL 入力用の項目です。 
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3. 項目が追加されます。 

 

① 「選択肢」ボタン 

クリックすると選択肢の編集が行えるポップアップが表示されます。 

選択肢名の編集や、選択肢の追加・削除ができます。 

 

② 「注釈追加」ボタン 

クリックすると注釈入力欄が表示されます。 

削除する場合は「注釈削除」ボタンをクリックします。 

 

③ 「項目削除」ボタン 

項目を削除します。 

 

新しく選択肢を追加

します。 
選択肢を削除します。 

選択肢名が入力できます。 

注釈が入力できます。 
注釈を削除します。 
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4. 項目名等を編集後、「編集終了」ボタンをクリックします。 

 

5. さらに項目を追加する場合は「項目を追加する」ボタンをクリックします。 

 

6. 項目を追加し終えたら、「確認して登録する」ボタンをクリックします。 

 

7. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

8. 完了画面が表示されます。 
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6.3. 市町村独自項目を変更（追加・編集・削除）する  

 注意 

市町村独自項目を削除すると、提出および公表した情報との紐付けが行えなくなるた

め、登録した情報は表示されなくなります。 

 

(1) 項目を追加する  

1. 市町村独自項目管理画面を開きます。 

本マニュアル「6.2 市町村独自項目を追加する」と同様の方法で、追加を行ってくださ

い。 
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(2) 登録済みの項目を編集・削除する  

1. 市町村独自項目管理画面を開きます。 

編集・削除したい項目の「編集する」ボタンをクリックします。 

 

2. ポップアップが表示されます。 

 

3. 選択肢を編集する場合は、「選択肢」ボタンをクリックします。 
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4. 選択肢の編集が行えるポップアップが表示されます。 

選択肢名の入力や、選択肢の追加・削除をします。 

 

5. 注釈を削除する場合は、「注釈削除」ボタンをクリックします。（注釈を追加していない

場合は「注釈追加」ボタンが表示されます。クリックすると注釈追加が行えます。） 

 

6. 項目を削除する場合は「項目削除」ボタンをクリックします。 

 

7. 編集・削除し終えたら、「確認して登録する」ボタンをクリックします。 

 

新しく選択肢を追加しま

す。 

選択肢を削除します。 

選択肢名が入力できます。 



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 52 - 

8. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

9. 完了画面が表示されます。 
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7章  生活支援等サービス管理 

市町村が必要と認めるサービスの追加・編集を行います。 

7.1. 生活支援等サービス管理画面を開く  

1. 業務メニューで対象種別「生活支援等サービス」を選択後、「生活支援等サービス管理」

をクリックします。 
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7.2. サービスを追加する  

 注意 

サービスは 10 個まで追加できます。 

 

1. 生活支援等サービス管理画面を開きます。 

No.8～17 の入力欄に、追加したいサービスの名称を入力します。 

 

2. 「登録する」ボタンをクリックします。 

 

3. 完了画面が表示されます。 
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7.3. サービス名を編集する  

1. 生活支援等サービス管理画面を開きます。 

サービス名を編集します。 

 

2. 「登録する」ボタンをクリックします。 

 

3. 完了画面が表示されます。 

 

  



生活関連情報管理システム 

操作マニュアル 

 

 - 56 - 

7.4. サービスを削除する  

 注意 

設定したサービスにひも付くデータの登録がある場合は、削除できません。 

先に「登録情報検索・管理」でデータを削除してください。 

 

1. 生活支援等サービス管理画面を開きます。 

削除したいサービスの「削除する」ボタンをクリックします。 

 

2. 確認アラートが表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「OK」ボタンをクリックします。 

 

3. 完了画面が表示されます。 
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8章  アカウント情報管理 

管理システムアカウントの追加および管理（編集・削除）を行う機能です。 

8.1. アカウント情報管理画面を開く  

1. 業務メニューの「アカウント情報管理」をクリックします。 
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8.2. アカウントを追加する  

1. アカウント情報管理画面を開きます。 

「アカウントを追加する」ボタンをクリックします。 

 

2. アカウント情報入力画面が表示されます。 

情報を入力後「確認して登録する」ボタンをクリックします。 
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3. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

4. 完了画面が表示されます。 
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8.3. アカウント情報を編集する  

1. アカウント情報管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果が表示されます。 

編集したいユーザの「編集する」ボタンをクリックします。 
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3. アカウント情報設定画面が表示されます。 

編集後、「確認して登録する」ボタンをクリックします。 

 

4. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 
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8.4. アカウント情報を削除する  

1. アカウント情報管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果が表示されます。 

編集したいユーザの「削除する」ボタンをクリックします。 
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3. 確認アラートが表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「OK」ボタンをクリックします。 

 

4. 一覧から削除されます。 
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9章  ユーザ情報設定 

現在ログインしているユーザの情報を編集する機能です。 

9.1. ユーザ情報設定画面を開く  

1. ヘッダーメニューの「ユーザ情報設定」をクリックします。 
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9.2. ユーザ情報を編集する  

1. ユーザ情報設定画面を開きます。 

編集後、「確認して登録する」ボタンをクリックします。 

 

2. 確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

3. 完了画面が表示されます。 
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10章  こんなときは 

10.1. 地図がうまく表示されない  

地図は、住所に関する項目に登録されている情報を利用して、検索結果を表示しています。以

下に記載している入力規則に従っていない場合、誤った地図表示となる可能性があります。 

以下の方法で確認します。 

1. 登録情報検索・管理画面を開きます。 

検索条件を指定し、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

2. 検索結果画面が表示されます。 

「入力」ボタンをクリックします。 
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3. 施設情報の入力画面が表示されます。 

「所在地等」タブをクリックし、以下の入力規則に従っているか確認します。 

・住所は、都道府県名から入力してください。 

番地までの住所は「所在地（都道府県から番地まで）」の欄に、 

建物名以降は「所在地（建物名・部屋番号等）」の欄に、それぞれ分けて入力してくだ

さい。 

 

 

・住所入力後、事業所の位置が正しく地図表示されない場合は、「地図上の表示位置の確

認・修正」ボタンをクリックして、表示位置を修正してください。 

 

 

「地図上の表示位置の確認・修正」の操作方法は、「P68 地図上の表示位置の確認・修正をす

る」をご参照ください。 
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10.2. 地図上の表示位置の確認・修正をする  

入力した所在地から位置情報を自動で割り出していますが、住所によっては正しい位置情報が

取得できない場合があります。 

公表画面で施設の位置が正しく無い場合は、以下の手順で位置補正を行って登録してくださ

い。 

1. 所在地（都道府県から番地まで）欄に住所を入力します。 

 

住所変更の場合、以下のポップアップが表示されます。 

 

「OK」ボタンをクリックすると、地図が表示されます。「キャンセル」ボタンをクリックする

と、ポップアップを閉じます。 

 

2. 住所を入力した後に「地図上の表示位置の確認・修正」ボタンをクリックします。 
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3. ポップアップで地図が表示されます。地図内をドラッグして位置を修正します。 

 

4. 修正した後に、「この位置に修正する」ボタンをクリックします。 

 

 

5. 「修正が完了しました。内容に問題が無ければ閉じるボタンを押してください。」と表示

されたら、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

6. 位置の修正が確定されました。 

「閉じる」ボタンをクリックすると、記入画面へ戻ります。 

 

  

中央の十字型印に、指定した

い場所を合わせます。 

地図内をドラッグ

して位置を修正し

ます。 

「元の位置に戻す」ボタン

をクリックすると、入力し

た住所の位置が表示されま

す。 
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11章  市町村変更が予定されているときは 

市・町制施行や市町村合併、政令指定都市への移行など（※）が行われる場合は、システムの

検索項目の市区町村名や市区町村コードなども合わせて修正する必要がありますので、事前に

市町村変更について厚生労働省までお知らせ願います。 

市区町村名や市区町村コードなどの変更をシステムに反映するには、計画、改修の都合上、施

行月の予定が４月～７月の場合は３年度前の 12 月まで、８月～３月の場合は２年度前の 12 月

までに厚生労働省に予定があることを通知してください。 

加えて、施行月の４か月前までに、確定した変更内容を厚生労働省に連携ください。 

その後施行日に併せたシステムへの反映日を調整させていただきます。 

※所属郡の変更、市町村分割、越境合併などの場合も同様 

【市町村変更に関するお問い合わせ先】 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課  

介護サービス情報公表システム担当 宛 

電話：03-5253-1111(代表) 

12.1. 施行月が４月～７月の場合  

  

例）令和８年４月に施行される場合

～ 12月 ～ ～ 11月 ～ 4月 5月 6月 7月

（１）厚生労働省に予定を通知する

（２）厚生労働省に変更内容を連携する

（３）生活関連情報を修正する

（４）市町村別登録情報を設定する

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

～

施行日に併せて適宜修正

★ 12月末までに通知

システム改修後に設定可能

★11月末までに確定した変更内容を

施行月

施行に併せたシステム改修
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(1) 厚生労働省に予定を通知する  

1. 都道府県は遅くとも施行月の３年度前の 12 月までに、市町村から知らされた市町村変更

の内容を確認し、厚生労働省に知らせてください。 

 

(2) 厚生労働省に変更内容を連携する  

1. 都道府県は遅くとも施行月の４ヶ月前までに変更内容を確定し、厚生労働省に情報を連携

してください。 

2. 変更内容が政令指定都市への移行の場合は、行政区ごとに市区町村コードが異なるため、

行政区の紐付け一覧を作成する必要があります。（行政区の紐付け一覧の資料は、厚生労

働省よりお送りいたします。） 

3. 連携後、施行日に近いタイミングでのシステム反映日を調整させていただき、決定いたし

ます。決定したシステム反映日を市町村へ伝えてください。 

 

(3) 生活関連情報を修正する  

1. 地域包括支援センターや生活支援等サービスの「所在地」情報や「担当地区」や「対象エ

リア」などを、施行後の住所情報に修正して再公表を行ってください。本修正は施行日に

あわせて適宜行ってください。 

 

(4) 市町村別登録情報を設定する  

1. 市町村独自項目や生活支援等サービスの（その他）サービスは市町村ごとに設定する必要

があるため、システム反映後に合併後の市町村で新たに設定してください。 
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12.2. 施行月が８月～３月の場合  

 

(1) 厚生労働省に予定を通知する  

1. 都道府県は遅くとも施行月の２年度前の 12 月までに、市町村から知らされた市町村変更

の内容を確認し、厚生労働省に知らせてください。 

 

(2) 厚生労働省に変更内容を連携する  

1. 都道府県は遅くとも施行月の４ヶ月前までに変更内容を確定し、厚生労働省に情報を連携

してください。 

2. 変更内容が政令指定都市への移行の場合は、行政区ごとに市区町村コードが異なるため、

行政区の紐付け一覧を作成する必要があります。（行政区の紐付け一覧の資料は、厚生労

働省よりお送りいたします。） 

3. 連携後、施行日に近いタイミングでのシステム反映日を調整させていただき、決定いたし

ます。決定したシステム反映日を市町村へ伝えてください。 

 

(3) 生活関連情報を修正する  

1. 地域包括支援センターや生活支援等サービスの「所在地」情報や「担当地区」や「対象エ

リア」などを、施行後の住所情報に修正して再公表を行ってください。本修正は施行日に

あわせて適宜行ってください。 

  

例）令和８年８月に施行される場合

～ 12月 ～ ～ ～ 3月 ～ 8月 ～ 3月

（１）厚生労働省に予定を通知する

（２）厚生労働省に変更内容を連携する

（３）生活関連情報を修正する

（４）市町村別登録情報を設定する

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

～

施行日に併せて適宜修正

システム改修後に設定可能

★3月末までに確定した変更内容を連

施行月

施行に併せたシステム改修

★12月末までに通知
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(4) 市町村別登録情報を設定する  

1. 市町村独自項目や生活支援等サービスの（その他）サービスは市町村ごとに設定する必要

があるため、システム反映後に合併後の市町村で新たに設定してください。 

 

12.3. 中核市への施行  

 

(1) 都道府県に中核市への予定を知らせる  

1. 遅くとも施行月の６ヶ月前までに、都道府県の担当部署に中核市への予定を知らせてくだ

さい。市区町村名や市区町村コードは、施行後に最も近いシステム改修のタイミングで反

映します。 

2. 都道府県から厚生労働省へ中核市への予定が伝達され、どの時点のシステム改修時に市区

町村名や市区町村コードが反映されるかフィードバックされます。 

 

(2) 生活関連情報を修正する  

1. 地域包括支援センターや生活支援等サービスの「所在地」情報や「担当地区」や「対象エ

リア」などを、施行後の住所情報に修正して再公表を行ってください。本修正は施行日に

あわせて適宜行ってください。 

 

(3) 中核市一覧  

1. 2021 年 4 月現在、本システムに中核市として登録されている自治体は以下の通りです。 

函館市 旭川市 青森市 八戸市 盛岡市 秋田市 

山形市 福島市 郡山市 いわき市 水戸市 宇都宮市 

前橋市 高崎市 川越市 川口市 越谷市 船橋市 
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柏市 八王子市 横須賀市 富山市 金沢市 福井市 

甲府市 長野市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 豊田市 

大津市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 八尾市 

寝屋川市 東大阪市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 

奈良市 和歌山市 鳥取市 松江市 倉敷市 呉市 

福山市 下関市 高松市 松山市 高知市 久留米市 

長崎市 佐世保市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 

つくば市 所沢市 春日部市 草加市 藤沢市 松本市 

富士市 一宮市 春日井市 津市 四日市市 佐賀市 

 

以上 


